
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：平成３０年１１月１６日（金） ８：３２～８：４１ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 田 真 敏 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

山 下 貴 司 国務大臣（法務大臣） 

柴 山 昌 彦 国務大臣（文部科学大臣） 

根 本 匠 国務大臣（厚生労働大臣） 

 川 貴 盛 国務大臣（農林水産大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

原 田 義 昭 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岩 屋 毅 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

山 本 順 三 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

宮 腰 光 寛 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

櫻 田 義 孝 国務大臣 

欠 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

河 野 太 郎 国務大臣（外務大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：西 村 康 稔 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

欠 席 者：野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      １件 

○国会提出案件   １１件 

○政令        ５件 

○人事        ２件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。

まず，閣議案件について，西村副長官から御説明申し上げます。 

○西村内閣官房副長官：国会提出案件について申し上げます。質問主意書に対する答

弁書１１件について，お手元の資料のとおり，御決定をお願いいたします。

次に，政令５件について，御決定をお願いいたします。まず，「民法及び家事事件

手続法の一部改正法の施行期日令」は，同法の施行期日を平成３１年７月１日，配

偶者居住権関係規定の施行期日を平成３２年４月１日とするものであり，「法務局

における遺言書の保管等に関する法律の施行期日令」は，同法の施行期日を平成３

２年７月１０日とするものであります。 

次に，「森林経営管理法施行令」は，共有者不明の森林について，市町村が行う森

林所有者の探索の方法等を定めるものであります。 

次に，「原子力利用における安全対策の強化のための原子炉等規制法等の一部改

正法の一部の施行期日令」は，同改正法のうち，特定放射性同位元素の防護措置の

義務化等に関する規定の施行期日を平成３１年９月１日と定めるものであり，「同

改正法の一部の施行に伴う関係政令の整備等政令」は，同改正法の一部の施行に伴

い，放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令等の関係政令の

規定の整備等を行うものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，裁判官人事といたしまして，判

事兼簡易裁判所判事に任命するもの外１件について，御決定をお願いいたします。 

次に，吉田敏男外１９０名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

なお，ボストン大学名誉教授下村脩を従三位に叙するものがあります。 

 次に，件名外案件について，申し上げます。「日・ブルキナファソ技術協力協定」

に署名することについて，御決定をお願いいたします。本協定は，技術協力をより

効果的に実施するため，我が国から派遣する専門家等に対する租税の免除及び便宜

等を取り極めるものであります。なお，１９日の署名まで不公表といたしたいので，

御了承をお願いいたします。 

○菅国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。

2



平成30年 

11月 16日 

◎ 国 会 提 出 案 件

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 憲 ） 提 出 企 業 主 導

型 保 育 事 業 の 実 態 把 握 に 関 す る 質 問 に 対 す る

答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 内 閣 府 本 府 ）

   ○ 1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 憲 ） 提 出 「 子 ど も ・

子 育 て 支 援 新 制 度 」 の シ ン ボ ル マ ー ク に 関 す

る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 階 猛 （ 国 民 ） 提 出 法 曹 養 成 制 度 改

革 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）            （ 法 務 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 岡 本 充 功 （ 国 民 ） 提 出 債 権 回 収 会

社 等 に よ る 債 権 回 収 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答

弁 書 に つ い て （ 決 定 ）                （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 国 民 ） 提 出 政 府 が 進 め

る 「 外 国 人 材 の 受 入 れ 」 に よ る 外 国 人 労 働 者

に 対 す る 将 来 の 永 住 許 可 の 可 能 性 等 に 関 す る

質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 )( 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 国 民 ） 提 出 政 府 が 進 め

る 「 外 国 人 材 の 受 入 れ 」 に よ る 外 国 人 労 働 者

へ の 健 康 保 険 制 度 の 適 用 等 に 関 す る 質 問 に 対

す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）    （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 国 民 ） 提 出 政 府 が 進 め

る 「 外 国 人 材 の 受 入 れ 」 に よ る 外 国 人 労 働 者

の 雇 用 契 約 や 就 労 期 間 等 に 関 す る 質 問 に 対 す

る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）     （ 同 上 ）

1. 参 議 院 議 員 大 野 元 裕 （ 民 主 ） 提 出 新 た な 外 国

人 材 の 受 入 れ に 関 す る 再 質 問 に 対 す る 答 弁 書

に つ い て （ 決 定 ）         （ 同 上 ）

1. 衆 議 院 議 員 早 稲 田 夕 季 （ 立 憲 ） 提 出 日 本 人 学

生 の 海 外 留 学 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に

つ い て （ 決 定 ）       （ 文 部 科 学 省 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 憲 ） 提 出 生 活 保 護 受

給 者 等 の 遺 骨 が 庁 舎 内 に 長 期 保 管 さ れ て い た

こ と に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）          （ 厚 生 労 働 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 前 原 誠 司 （ 国 民 ） 提 出 難 病 患 者 に

対 す る 医 療 費 助 成 制 度 の 見 直 し に 関 す る 質 問

に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）  （ 同 上 ）

◎ 政 令 

   ○ 民 法 及 び 家 事 事 件 手 続 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の

施 行 期 日 を 定 め る 政 令 （ 決 定 ）    （ 法 務 省 ）

〃 ○ 法 務 局 に お け る 遺 言 書 の 保 管 等 に 関 す る 法 律 の 施

行 期 日 を 定 め る 政 令 （ 決 定 ）      （ 同 上 ）

〃 ○ 森 林 経 営 管 理 法 施 行 令 （ 決 定 ）  （ 農 林 水 産 省 ）

〃 ○ 原 子 力 利 用 に お け る 安 全 対 策 の 強 化 の た め の 核 原

料 物 質 ， 核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法

律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 期 日 を 定

め る 政 令 （ 決 定 ）          （ 原 子 力 規 制 委 員 会 ）

〃 ○ 原 子 力 利 用 に お け る 安 全 対 策 の 強 化 の た め の 核 原

料 物 質 ， 核 燃 料 物 質 及 び 原 子 炉 の 規 制 に 関 す る 法

律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関

係 政 令 の 整 備 及 び 経 過 措 置 に 関 す る 政 令 （ 決 定 ）

（ 同 上 ）

◎ 人 事 

   ☆ 安 部 利 幸 を 判 事 兼 簡 易 裁 判 所 判 事 に 任 命 し ， 判 事

大 工  強 外 １ 名 を 願 に 依 り 免 ず る こ と に つ い て

（ 決 定 ）

○ 広 島 大 学 名 誉 教 授 吉 田 敏 男 外 １ ９ ０ 名 の 叙 位 又 は

叙 勲 に つ い て （ 決 定 ）

〔 ○ 署 名 あ り ☆ 署 名 な し 〕

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り
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平 成 30 年 

11 月 16 日 

◎ 一 般 案 件

○ 技 術 協 力 に 関 す る 日 本 国 政 府 と ブ ル キ ナ フ ァ ソ 政

府 と の 間 の 協 定 の 署 名 に つ い て （ 決 定 )( 外 務 省 ）

〔○署名あり ☆署名なし〕

 件 名 外 案 件 （ 金 ）

資 料
あ り
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